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香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託 

（令和 8年度～令和 11年度業務）に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

１．募集の概要 

 旧香春小学校跡地を活用した令和９年４月供用開始予定の香春町子育て支援及び地域賑わい創

出施設（かわらっこパーク）について、施設及びエリア全体の管理運営業務委託を行います。本

施設の管理運営にあたっては、旧小学校という施設の特性を生かしながら、エリア全体を以下の

５つの機能を持つ拠点として運営していただきます。 

 （1）子どもや子育て世代が集い、遊び、憩い、学べる交流拠点 

 （2）世代を超えた人々が集い、交流を深める地域拠点 

 （3）香春町商工会をはじめとするエリア入居団体と共に、旧秋月街道沿いの賑わいを創出する

地域活性化拠点 

 （4）香春町で活躍を目指す創業者のチャレンジを後押しする拠点 

 （5）香春町の子育て、交流、賑わい等の情報発信拠点 

 

２．業務名称 

  香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託 

 

３．対象施設 

  香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設（かわらっこパーク） 

  福岡県田川郡香春町大字香春 741 番地 8 

 

４．委託期間 

  契約締結日から令和 12 年 3 月 31 日まで 

  ・準備期間 契約日から令和 9年 3月 31 日までの期間（約１年度間） 

  ・業務期間 令和 9年 4月 1日から令和 12年 3月 31 日までの期間（３年度間） 

 

５．業務内容 

  別紙１「香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託仕様書」参照 

 

６．委託上限金額 

  ４８，３１４，０００円（消費税相当額を含む。） 

  ※予定委託金額は、本業務委託を行うにあたり必要な経費全てを含む上限額とし、下記の内

容にて積算を行っています。 

  ・管理責任者 １名 

  ・施設管理担当者 １名～２名（10 時～17時の間は２名体制） 

  ・消耗品費 

  ・ホームページ等構築、更新費 

  ・イベント運営費（10 万円/月） 
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  ※見積りにあたっては、本契約に必要な経費について具体的に明示してください。 

  ※町は、本事業の財源として集落支援員制度等の活用を想定しています。そのことを踏まえ、

組織体制や管理責任者等の役割について、企画提案書（様式 5）実施体制・事業計画の実現性

の欄等に記載してください。 

 

７．契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

８．提案内容 

  「香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託仕様書（別紙１）」「審査基準

（別紙２）」を踏まえ、本業務についての取組方針、業務提案内容（工程計画を含む）、実施体

制等を盛り込み、企画提案書を作成してください。業務は下記の（1）から（4）となります。 

  （1）指定受託業務 

  （2）連携事業業務 

  （3）自主事業業務 

  （4）その他、魅力ある施設づくりに資する業務 

  詳細は、「香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託仕様書（別紙１）７ ．

業務内容」を参照すること。 

 

９．参加者の構成 

  本プロポーザル審査に参加する場合は、次に記載する体制及び構成を全て満たしていること

とします。 

 （1）募集の概要を理解し、本事業を確実に遂行していくことができる体制を有する（又は構築

できる見込みがある）こと。 

 （2）単独の法人又は複数の法人により構成されたグループ（以下「グループ」という。）であ

ること。 

 （3）グループで応募する場合は、事業主体となる法人（以下「代表法人」という。）を定め、

代表法人が応募手続を行うこと。 

 （4）グループで応募する場合は、応募後に代表法人及び構成員の変更をすることは原則として

認めません。ただし、本町が承認した場合は、この限りではありません。 

 （5）単独で応募した法人が他のグループ応募の構成員となることはできません。また、グルー

プの構成法人は、２つ以上のグループの構成員となることはできません。 

 

１０．参加条件 

 本実施要領公表日から契約日までの間に、次の条件を全て満たしていることとします。 

 （1）法人格を有し、事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

 （2）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定による欠格条項に該当してい

ないこと。 

 （3）香春町業者登録の有無は問いません。ただし、本町から指名停止を受けていないこと。 
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 （4）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

 （5）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号又

は、第2条第6号の規定に該当していないこと及び香春町暴力団等排除措置要綱（平成24年

要綱）別表の各号に掲げる措置要件に該当していないこと。 

 （6）最近３年間に国税及び地方税を滞納していないこと。 

 （7）類似業務又は関連業務の実績が、平成２７年度から令和６年度までに１件以上あること。 

 

１１．募集スケジュール（予定） 

内容 日程 

実施要項の公表 

参加表明書の受付開始 

令和 7年 12 月 24 日（水） 

現場説明会 

質問の受付開始 

令和 8年 1月 15 日（木）15 時から 

（会場：KAWALABO みんなの部屋） 

質問の受付締切 令和 8年 1月 23 日（金）17 時まで（必着） 

質問に対する回答 令和 8年 1月 30 日（金） 

参加表明書の提出期限 令和 8年 2月 6日（金）17 時まで（必着） 

応募申請書類の提出期限 令和 8年 2月 19 日（木）17 時まで（必着） 

プレゼンテーション審査日通知 令和 8年 2月 20 日（金） 

プレゼンテーション審査 令和 8年 2月 27 日（金）※予定 

審査結果通知 令和 8年 3月上旬～中旬 

 

１２．現場説明会 

 応募にあたっては、原則として現場説明会に出席してください。出席する場合は、前日15時ま

でに申込みをしてください。 

 （1）日時 令和８年１月１５日（木）１５時から 

 （2）会場 KAWALABO みんなの部屋（香春町大字香春751番地） 

 （3）申込方法 担当課「２４．担当部署（問い合わせ先）」に電話でご連絡ください。 

 （4）参加人数の上限を１事業者２名までとします。 

 

１３．質問の受付 

 （1）提出期限 令和８年１月２３日（金）１７時まで（厳守） 

 （2）提出方法 メールまたは持参とします。メールの場合は、件名に「【会社名】香春町子育

て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託に係る公募型プロポーザル審査質問票の

提出について」としてください。持参する場合は、提出する日時をあらかじめ担当課「２

４．担当部署（問い合わせ先）」に電話でご連絡ください。 

 （3）提 出 先 香春町役場 まちづくり課 地方創生係 

        Email kikaku@town.kawara.fukuoka.jp 
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 （4）本要領及び仕様に関し、不明な点がある場合は、「質問票（様式２）」を提出してくださ

い。回答は令和８年１月３０日（金）頃に、質問者名を伏せて香春町ホームページ上で公

開します。 

 

１４．参加表明書の提出 

 （1）提出期限 令和８年２月６日（金）１７時まで（厳守） 

 （2）提出方法 メールまたは持参とします。メールの場合は、件名に「【会社名】香春町子育

て支援及び地域賑わい創出施設管理運営業務委託に係る公募型プロポーザル審査参加表明

書の提出について」としてください。持参する場合は、提出する日時をあらかじめ担当課

「２４．担当部署（問い合わせ先）」に電話でご連絡ください。 

  ※応募申請書類をご提出の際に原本をご提出ください。 

 （3）提 出 先 香春町役場 まちづくり課 地方創生係 

        Email kikaku@town.kawara.fukuoka.jp 

 

１５．応募申請書類の提出 

 （1）提出期限 令和８年２月１９日（木）１７時まで（厳守） 

 （2）提出方法 直接窓口に持参してください。提出する日時をあらかじめ担当課「２４．担当

部署（問い合わせ先）」に電話でご連絡ください。 

 （3）提 出 先 香春町役場 まちづくり課 地方創生係 

        Email kikaku@town.kawara.fukuoka.jp 

 

１６．提出書類 

 提出書類は以下に掲げる書類とします。 

 （1）参加表明書・質問票 

区分 № 提出書類 様式 

応募関係 1 参加表明書 様式１ 

2 質問票 様式２ 

3 参加辞退書 様式３ 

 （2）応募申請書類 

区分 № 提出書類等 様式 

法人関係 4 事業者の概要 様式４ 

5 法人の沿革・概要が分かる資料 

任意の様式 

6 法人登記事項証明書（直近３か月以内に発行された履歴

事項全部証明書） 

7 定款等 

財務関係 8 決算報告書（年度ごと、会計区分ごとに直近３年分） 

9 国税及び地方税の納税証明書 

（直近１年間の決算報告書に対応するもの） 
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運営関係 10 企画提案書 様式５ 

11 経費見積書 任意の様式 

実績関係 12 事業者受託実績書（本業務と類似した業務の受託実績を

確認できる契約書の鑑、仕様書等） 
様式６ 

13 施設責任者受託実績書（業務担当予定の施設責任者の本

業務と類似した業務の受託実績を確認できる契約書の

鑑、仕様書等） 

様式７ 

 ※各様式とも記載欄は目安とするもので、その内容に応じ自由に加工や追加することが可能で

す。また、任意の様式に記載することも可能としますので、様式中にその旨を記載してくだ

さい。 

 （3）事業計画書一式  ：１２部（正本：１部、副本：１１部） 

   応募申請書類のうち№3～12を一つに綴ったもの 

 （4）（2）の応募申請書類一式のPDFデータ（表紙は事業者名入り）を別途メールにて提出 

 

１７．提出書類の留意事項 

 （1）応募申請書類及び事業計画書の提出方法については、「別紙４応募申請書類の綴り方」を

参照ください。 

 （2）公平・公正な審査を確保するため、匿名審査とします。そのため、所定箇所以外に事業者

名、担当者名等を記載しないでください。なお、事業者名等が判明した場合は審査を無効

とする場合があります。 

 （3）提案書は原則11ポイント以上の文字の大きさとし、読み取りやすいようにしてください。 

 （4）提出書類は日本語で作成してください。 

 

１８．提出書類の取り扱い 

 （1）提出書類の著作権については、各々の作成業者に帰属するものとしますが、公表・展示、

その他の理由で香春町が必要と認めるときには、香春町はこれを無償で使用できるものと

します。また、提出書類は、理由を問わず返却しません。 

 （2）提出書類作成に要する費用及び本プロポーザル参加に要する費用は、参加者負担としま

す。 

 （3）提出書類は選定を行う作業に必要な場面において複製を作成することがあります。 

 

１９．参加の辞退 

 参加事業者は、プレゼンテーション審査までの間、担当課宛て（「２３．問い合わせ先」参

照）に辞退の理由を付して参加辞退書（様式３）を提出することにより、プロポーザルへの参加

を辞退することができます。 

 

２０．契約候補者の選定方法等 

 契約候補者の選定にあたっては、「香春町子育て支援及び地域賑わい創出施設管理運営事業者
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選定委員会設置要綱」に基づき、選定委員会を設け、企画提案書等の提出された書類の内容を審

査し、本業務に最も適していると認められる契約候補者を選定します。なお、選定委員会は非公

開とします。 

 （1）審査（プレゼンテーション審査） 

 参加条件を満たした事業者に対し、企画提案書等に基づいたプレゼンテーション審査を行い、

提案内容の評価を行います。算出した総合得点により、契約候補者を決定します。 

 実施時間は、１事業者につき、６０分以内（目安として、プレゼンテーション３０分以内、質

疑応答２０分以内、その他準備及び撤去等１０分以内）とします。 

※プレゼンテーション審査の出席者数は３名以内とし、うち１名は本業務を実際に担当する施設

責任者が必ず出席してください。 

※プロジェクター及びスクリーンは本町が用意します。パソコンその他機器は提案者が用意す

る。なお、接続端子はHDMIとする。 

 （2）審査方法 

 各委員の合計点数を平均し、その得点が最も高い事業者を優先候補者として選定します。ただ

し、最高得点者が２事業者以上になった場合は、選定委員会の協議により優先候補者を選定しま

す。また、合計点数の平均が６０点に満たない場合、優先候補者として選定しません。 

 （3）審査結果 

 審査の結果は、香春町ホームページ上に公表します。なお、審査の経緯についての公表は行い

ません。また、審査結果についての問い合わせ及び異議申し立ては受け付けません。 

 

２１．契約内容の調整、詳細仕様の決定 

 決定した契約候補者と詳細な仕様を協議し、確定させた上で契約を締結します。なお、協議が

不調のときは、審査結果上位の者から順に協議を行います。 

 

２２．参加事業者の失格 

 （1）提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （2）「９．参加者の構成」及び「１０．参加条件」に定める参加条件を満たさなくなった場合 

 （3）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

 （4）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

 （5）前各号に定めるほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

 

２３．その他 

 （1）事業の実施にあたっては、香春町のまちづくりに係る行政趣旨を理解し、関係団体等の連

携・協力のうえ運営していただきます。 

 （2）事業内容については、町と協議のうえで変更する場合があります。 

 （3）提出書類に不足がある場合は失格となることがありますので、必ず提出前にご確認くださ

い。 

 （4）審査に際しては、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。 

 （5）提出書類は、選定以外の目的で使用することはありません。 
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 （6）本件提案について、町の関係職員に接触することを禁止します。 

 （7）提出書類は香春町情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。 

 （8）町が必要と認める場合は、応募事業者の名称及び提案内容の一部（個人情報等を除く。）

を公表することがあります。 

 

２４．担当部署（問い合わせ先） 

   香春町役場 まちづくり課 地方創生係 

    所在地 福岡県田川郡香春町大字高野994番地 

    電 話 0947-32-8408（直通） 

    Email  kikaku@town.kawara.fukuoka.jp 


